
様式第３号の３

第３次小山町教育大綱（案）への御意見と町の考え方

該当箇所 意見の概要 町の考え方 反映結果

全体 教育大綱が本来担うべき

「町としての意思や選択」が

やや見えにくく、教育振興基

本計画の要約のように受け

取られる点が、大綱としては

弱いと感じました。

小山町として特に優先す

る価値や課題、また第 2次大

綱から何を転換・強化しよう

としているのかが読み取り

にくい構成になっています。

教育を学校だけに委ねる

のではなく、家庭や地域とと

もに支えていくという姿勢

や、町として責任を持って教

育に向き合うことで、より共

感と信頼を得られるものに

なると考えます。

第 3次教育大綱が、小山町

の教育に対する「考え方」と

「覚悟」を町民と共有する文

書となるよう、重点や意思が

より明確に伝わる表現への

充実を期待します。

貴重なご意見ありがとう

ございます。

第 3次教育大綱では、教

育振興基本計画との整合を

図りながら、誰一人取り残

さない教育の推進と持続的

に学び続ける人材の育成を

はじめ、町の教育に対する

基本方針を明確に示してい

ると考えております。

現在の多様な教育ニーズ

への対応に向き合うため、

第 2次大綱から必要な改正

を行っております。

教育を家庭や地域と支え

ていく姿勢については、基

本方針（４）地域社会全体

で取り組む教育の推進の中

で、コミュニティ・スクー

ルを核として考えていま

す。

上記のとおり、町の教育

に対する基本方針につい

て、御理解いただきたいと

思います。

修正なし
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男女共同参画への意識づけ

や教育は、インクルーシブ教

育システムに含まれている

認識ですか。

男女共同参画への意識づけ

や教育は、人権教育に含まれ

ている認識ですか。

男女共同参画への意識づけや

教育は、生涯学習の推進に含

まれている認識ですか。

総合計画にある「リカレント

教育」は、生涯学習の推進に含

まれている認識ですか。

貴重なご意見ありがとう

ございます。

御意見のとおり、男女共

同参画への意識づけや教育

は、インクルーシブ教育シ

ステム、人権教育、生涯学

習の推進に含まれます。

また総合計画にあるリカ

レント教育や消費者教育

は、男女共同参画の推進に

含まれます。

修正なし



３ページ 17 行目 総合計画にある「消費者教育」

は、生涯学習の推進に含まれ

ている理解ですか。


